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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年２月９日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 平成２３年１月１０日 １４時５０分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第６区舞
まい

洲
しま

北岸 

 大阪府大阪市所在の大阪北港北灯台から真方位２４６°１,１８０ｍ付近

 （概位 北緯３４°４０.１′ 東経１３５°２３.４′） 

事故調査の経過  平成２３年４月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 啓
けい

隆
りゅう

丸 １９９トン 

 １３４６９４、不二海運株式会社（船舶所有者） 

        つばさ海運協業組合（運航者） 

 ５８.２８ｍ×９.７０ｍ×５.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年５月２７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６０年１０月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月１７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１０月８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 バルバスバウに破口 

護岸 水面下にひび割れ 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか３人が乗り組み、コイル約７０３ｔを積載し、阪神港

尼崎西宮芦屋第１区に向け、舞洲南方付近を手動操舵により約１０ノット

の速力（対地速力、以下同じ｡）で西進中、単独で操船に当たっていた船長

が、平成２３年１月１０日１４時４７分ごろ、腹痛を起こして我慢ができ

なくなり、針路を真方位約０５０°に定め、自動操舵に切り替えて便所に

行った。 

 船長は、船橋に戻ったとき、舞洲北岸の護岸（以下「本件護岸」とい

う｡）が目前に迫っていることに気付き、機関を全速力後進にかけたが、１

４時５０分ごろ本件護岸に衝突した。 

 船長は、広い海域に移動して運航者等に事故の発生を連絡した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  船長は、腹痛を起こしたが、約１５分後には入港配置に就くことになっ

ており、我慢できると考えた。 
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  本船は、本事故当時、一等航海士及び二等航海士を船首に、機関長を機

関室に配置していた。 

 船長は、目的地まで変針予定がないので、自動操舵に切り替えて船橋を

離れた際、すぐに戻るつもりだったので、他の乗組員を呼ばなかった。 

 船長は、自動操舵に切り替えたつもりでいたが、後で確認したところ、

手動操舵のままであった。 

 本船は、手動操舵で航行中に舵を離すと徐々に右転した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、阪神港大阪第６区の舞洲北岸沖を手動

操舵により北東進中、単独で船橋当直中の船長が

腹痛を起こし、自動操舵に切り替えたことを確認

せずに船橋を無人として航行したことから、手動

操舵の状態で右転しながら本件護岸に向けて航行

し、本件護岸に衝突したものと考えられる。 

 船長は、船橋を離れる際、交替の当直者を昇橋

させていれば、本事故の発生を防止できた可能性

があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、阪神港大阪第６区の舞洲北岸沖を手動操舵により北

東進中、単独で船橋当直中の船長が腹痛を起こし、自動操舵に切り替えた

ことを確認せずに船橋を無人として航行したため、手動操舵の状態で右転

しながら本件護岸に向けて航行し、本件護岸に衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・単独の当直中に船橋を離れる際、交替の当直者を昇橋させ、船橋を無

人にしないこと。 

 




